
　

中
山
地
区
で
は
、
浄
化
槽
を
新
設
し

た
い
と
き
に
希
望
が
あ
れ
ば
、
市
が
浄

化
槽
を
設
置
し
、
維
持
管
理
を
行
う
「
浄

化
槽
市
町
村
整
備
推
進
事
業（
市
町
村
設

置
型
）」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
こ
こ
で
い
う
浄
化
槽
と
は
、
生
活
排
水
と
し
尿

を
あ
わ
せ
て
処
理
で
き
る「
合
併
処
理
浄
化
槽
」

の
こ
と
で
、
し
尿
の
み
を
処
理
す
る
単
独
浄
化

槽
は
、
現
在
新
設
で
き
ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
地
域

　

中
山
地
区
で
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下

水
道
、
農
業
集
落
排
水
計
画
区
域
以
外
に

浄
化
槽
を
新
設
す
る
方（
単
独
浄
化
槽
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
も
対
象

と
な
り
ま
す
。）

■
個
人
が
負
担
す
る
経
費

○
ト
イ
レ
の
改
造
費
や
水
道
工
事
費

○
ト
イ
レ
・
台
所
・
風
呂
場
等
か
ら
浄
化

槽
ま
で
の
宅
内
排
水
管
工
事
費

○
浄
化
槽
か
ら
放
流
先
ま
で
の
放
流
管

工
事
費

人槽区分 分担金の額

５～１０人槽 １３０，０００円

１１～１５人槽 ２００，０００円

１６～５０人槽
補助基準事

業費の１０％

※浄化槽の設置に要する経費が

補助基準事業費（国が定める

補助対象事業費）を超えると

きは、その額を負担していた

だきます。

■
分
担
金

　

浄
化
槽
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な

工
事
費
の
一
部
を
分
担
金
と
し
て
負
担

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
使
用
料

　

使
用
料
は
、
２
か
月
分
を
奇
数
月
に
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
専
用
住
宅
は
、
毎
年
４
月
１
日
を
基
準

日
と
し
、
基
準
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
し
て
い
る
人
員
と
し
ま
す
。（
中

途
加
入
の
場
合
は
、
加
入
時
の
世
帯
員
）

②
店
舗
・
事
務
所
等
に
あ
っ
て
は
、
設
置

さ
れ
た
浄
化
槽
の
処
理
対
象
人
員
を
世

帯
人
員
と
し
ま
す
。

○使用料（１か月）　　　　　　（消費税は別）

世帯人員 使用料

１人世帯 １，６２０円
２人世帯 ２，３９０円
３人世帯 ３，３４０円
４人世帯 ３，８１０円
５人世帯 ４，２９０円
６人世帯 ４，７７０円

７人以上の世帯

４，７７０円に６人を超える

世帯人員１人につき４７５

円を加算した額

浄
化
槽
に
関
す
る

実
態
調
査
に
ご
協
力
を
！

　

愛
媛
県
は
、
県
内
の
浄
化
槽
の
設

置
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
、
㈳
愛

媛
県
浄
化
槽
管
理
セ
ン
タ
ー
に
委

託
し
、
実
態
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査
員

が
各
戸
を
訪
問
し
、
調
査
を
行
い
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
こ
の
調
査
に
関
し
て
、
調
査
員
が
料
金

等
を
請
求
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
調
査
内
容　

浄
化
槽
の
有
無
、
保

守
点
検
、
清
掃
の
実
施
状
況

■
調
査
期
間　

１１
月
ま
で

■
問
い
合
わ
せ　

㈳
愛
媛
県
浄
化
槽
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
９
２
５
ー
２
６
６
１

　調査員は、この調査員証を携
行しています。

■「
融
資
あ
っ
せ
ん
」と「
利
子
補
給
制
度
」

　

市
で
は
、
金
融
機
関
と
協
定
し
、
無
利

子
で
借
り
ら
れ
る
水
洗
便
所
改
造
資
金
の

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

中
山
地
区
の
下
水
道
施
設
（
農
業
集
落
排
水
を
含
む
）
計
画
区
域
以
外
に

お
住
ま
い
の
方
が
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合
は
、

「
浄
化
槽
の
設
置
」「
維
持
管
理
」
を

市
が
行
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対象工事費
既設トイレの改造及び

排水設備工事

借入限度額１０～５０万円（１万円単位）

返 済 方 法
毎月１万円以上（千円単

位）の均等償還

要　　  件

①返済能力があること

②市税及び浄化槽分担

金を完納していること

③連帯保証人１人を有

すること

■
問
い
合
わ
せ　

伊
予
市
下
水
道
課

☎
９
８
２
ー
１
１
１
１（
内
線
５
９
９
）

広報いよし(�)


